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施策の大綱 
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(１) 市民の理解を深めるための広報・啓発の
充実 

秘書広報課 
人権・男女共同参画課 
全庁 

(２) 学校等における男女共同参画を推進す
る教育の充実 

こども未来課 
学校支援課 

(３) 生涯を通じた男女共同参画の学習機会
の充実 

人権・男女共同参画課 
高齢者支援課 
生涯学習課 

(４) 事業所等に関する広報・啓発の充実 
人権・男女共同参画課 
商工政策課 

(１) 市の審議会等への女性委員登用の推進 
人権・男女共同参画課 
関係各課 

(２) 事業所・団体等の方針決定の場における
男女共同参画の推進 

地域づくり連携課 
商工政策課 
農水振興課 

(３) 市組織における男女共同参画の推進 職員課 

(１) ワーク・ライフ・バランスの啓発と推進 

職員課 
人権・男女共同参画課 
障がい福祉課 
介護保険課 
こども支援課 
こども未来課 
商工政策課 
農水振興課 
生涯学習課 

(２) 雇用の場における男女共同参画の推進 商工政策課 

(３) 家族的経営における働きの評価と就業
環境の整備 

商工政策課 
農水振興課 

(４) 子育て・介護を支援する雇用環境の整備
と促進 

職員課 
介護保険課 
こども支援課 
こども未来課 
商工政策課 

目 標 

女
性
と
男
性
が
と
も
に
個
性
と
能
力
を
発
揮
し
、
よ
ろ
こ
び
も
責
任
も
分
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現 

基 本 施 策 施 策 の 方 向 

 

Ⅰ. 男女共同参画に関す

る意識の普及と教育

の推進 

Ⅱ. 政策・方針決定の過

程における男女共同

参画の推進 

担 当 課 

 

Ⅲ. ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の

調和）の啓発と推進 

第３章 施策の大綱 
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(１) 家庭生活における男女共同参画の推進 
人権・男女共同参画課 
健康づくり課 

(2) 学校等における男女共同参画の推進 
こども未来課 
学校支援課 

(3) 地域活動における男女共同参画の推進 

地域づくり連携課 
環境課 
高齢者支援課 
生涯学習課 

(４) 防災における男女共同参画の推進 防災対策課 

(１) 生涯を通じた健康の管理・保持・推進 健康づくり課 

(２) こころの健康支援 

職員課 
人権・男女共同参画課 
地域福祉課 
障がい福祉課 
保護課 
高齢者支援課 
健康づくり課 
こども支援課 
商工政策課 
学校支援課 

(３) 妊娠や出産に関する健康支援 健康づくり課 

(４) 自立のための生活支援 

地域福祉課 
保護課 
高齢者支援課 
介護保険課 
こども支援課 
商工政策課 
生涯学習課 

(１) ドメスティック・バイオレンス対策の推進 

人権・男女共同参画課 
障がい福祉課 
高齢者支援課 
こども支援課 

(２) セクシュアル・ハラスメントをはじめと
するあらゆるハラスメントの防止に向
けた広報・啓発 

職員課 
人権・男女共同参画課 
商工政策課 

(３) ＤＶ防止に向けた教育・広報・啓発の充実 

人権・男女共同参画課 
障がい福祉課 
高齢者支援課 
こども支援課 
生涯学習課 

(４) 通報・相談・支援体制の充実 

人権・男女共同参画課 
障がい福祉課 
高齢者支援課 
健康づくり課 
こども支援課 
子ども発達総合支援センター 

Ⅴ. 生涯を通じた心身の

健康と生活支援 

 

Ⅳ. 身近なくらしの場に

おける男女共同参画

の推進 

Ⅵ. 男女共同参画を阻害す

る暴力等への取組み 

 

※下線は女性活躍推進法に定める市町村推進計画に位置付ける項目 


